
 
  

地方公務員法（昭和 25 年法律第 261 号）第 58 条の 2 及び、長門川水道企業団人事行政の運営等の状況の公表

に関する条例第 2条の規定に基づき、企業団の人事行政の運営などの状況について、次のように公表します。 
 

 

１ 職員の任免及び職員数に関する状況  

部門別職員数の状況と主な増減理由（各年 4月 1日現在） 

 

区   分 
    職    員     数    

増減理由 任免の状況 
平成２６年度 平成２７年度 増減 数 

一般行政    ８人    ８人   ±０   

計    ８人    ８人   ±０   
 

 
２ 職員の給与の状況 
  

 
 

職 種 

平成２６年４月１日現在 平成２７年４月１日現在 

平均 

年齢 
平均給与月額 

  平均 

年齢 
平均給与月額 

  

給 料 諸手当 給 料 諸手当 

一般行政職 ４７ 382,342 341,575 40,767 ４８ 391,085 343,573 47,512 
 

 
３ 職員の勤務時間その他の勤務条件の状況（平成 27年 4月 1日現在） 
 

開始時間 終了時間 休    憩 

８：３０ １７：１５ １２：００～１３：００ 

 

 
４ 職員の分限及び懲戒処分の状況  

（１）職員の分限処分の状況について（平成２６年度） （２）職員の懲戒処分の状況について（平成２６年度） 
 

 
 

 
５ 職員の服務の状況  

（１）年次休暇の状況について（平成２６年度） （２）育児休業及び部分休業の状況について（平成２６年度） 

 

 

６ 職員の研修及び勤務成績の評定の状況（平成２６年度） 

 

 
７ 職員の福祉及び利益の保護の状況 （平成２６年度） 

 

 

降任 免職 休職 降給 

０ ０ ０ ０ 

戒告 減給 停職 免職 

０ ０ ０ ０ 

平均使用日数 消化率 

１５日 ３４．７％ 

項 目 育児休業取得者数 部分休業取得者数 

職員数    ０    ０ 

 職員の勤務能率の発揮及び増進を目的に、日本水道協会、地方自治研究機構等の研修に参加している。 

平成２６年度は、全国水道研究発表会、水道事業経営実務講習会等に参加している。職員の執務については、

定期的に能力や実績等に関しての勤務成績の評定を行っている。 

職員の健康管理状態を把握し、健康障害疾病の早期発見を目的として、年１回定期健康診断を行っ

ている。また、職員の生活の安定と福祉の向上を図るために、健康保険に相当する短期給付、厚生年

金に相当する長期給付業務を行う「千葉県市町村職員共済組合」に加入している。その他、福利厚生

を図るため、職員の互助組織の栄町職員親睦会に加入している。 


